
   藤枝市新婚生活サポート補助金交付要綱  

（趣旨）  

第１条  市長は、若者が婚姻に伴い新婚生活を開始する際の経済的負担を軽減す

るため、婚姻等を機に市内で住宅を取得し、又は改修し、若しくは住宅を賃借

した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して

は、藤枝市補助金等交付規則（平成 17 年藤枝市規則第２号）及びこの要綱の

定めるところによる。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。  

⑴   新婚夫婦  令和８年１月１日から令和９年３月３１日までに婚姻届が受

理された夫婦（静岡県パートナーシップ宣誓制度実施要綱（令和５年３月１

日施行）第５条第１項の規定に基づく受領証の交付を受けた者を含む。）を

いう。  

⑵   奨学金  奨学金のうち、返済を要するものをいう。  

⑶   夫婦所得  新婚夫婦それぞれの所得（令和８年４月１日から５月３１日

までに補助金の交付申請をする場合にあっては令和 ６年分の所得、同日後

に補助金の交付申請をする場合にあっては令和７年分の所得）を合算した

金額から新婚夫婦の両方又は一方が返済した奨学金返済額（令和８年４月

１日から５月３１日までに補助金の交付申請をする場合にあっては、令和

６年中に返済した額、同日以後に補助金の交付申請をする場合にあっては、

令和７年中に返済した額）の総額を控除した額をいう。  

⑷   継続補助夫婦  令和８年１月１日から３月３１日までに婚姻届が受理さ

れた夫婦で、かつ、令和７年度藤枝市新婚生活サポート補助金交付要綱（令

和７年藤枝市告示第 120 号。以下「昨年度要綱」という。）に基づく交付決

定を受けた夫婦のうち、引き続き藤枝市に在住する夫婦をいう。  

（交付の対象者）  

第３条  補助金の交付の対象となる者は、この要綱に基づく補助金の交付を受け

ておらず、次の各号の区分に応じて定める要件を満たすものとする。  

⑴   新婚夫婦 次のアからコまでの全てに該当すること。  

ア  藤枝市内に同居していること。  

イ  婚姻した日において、新婚夫婦の年齢がともに３９歳以下であること。 



ウ 居住する住宅については、新婚夫婦が共有し、若しくはいずれかが所有

し、又は夫婦若しくはいずれかが賃借しているものであること。ただし、

市長がやむ得ない事情があると認める場合は、この限りでない。  

エ  前号の居住地に補助金の交付を受けた日から１年以上 生活する意思が

あること。  

オ  次のいずれかに該当すること。  

(ｱ)  夫婦所得が５００万円未満であること。  

   (イ) 夫婦所得が５００万円以上６００万円未満かつ婚姻した日において、

新婚夫婦の年齢がともに２９歳以下であって、新婚夫婦の双方又はその

どちらか一方が婚姻を機に藤枝市外から転入していること。  

カ  補助対象経費について、他の補助金その他の収入がないこと。国等の住  

宅に係る補助等を受けていないこと。  

  キ  過去に国の結婚新生活支援事業による交付金に基づく補助金（他の自治

体での補助事業を含む。）又は藤枝市新婚生活サポート補助金の交付を受

けている新婚夫婦でないこと。  

  ク  納期限が到来している藤枝市税を完納していること。  

  ケ  新婚夫婦の両方又は一方が外国人の場合は、出入国管理及び難民認定法

（昭和 26 年政令第 319 号）に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、

「永住者の配偶者等」、「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの在留

資格を有すること。  

 コ  市が別に定めるライフデザイン支援等に資する講座を受講しているこ

と。  

⑵   継続補助夫婦  昨年度要綱に基づく交付決定額（以下「昨年度交付決定

額」という。）が昨年度要綱別表第１又は別表第２に規定する「補助額の上

限」に満たなかったもの。  

（対象期間）  

第４条  補助金の対象となる期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日

までとする。  

（補助対象経費）  

第５条  補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲

げる経費であって、前条の期間中に支出したものとする。  

⑴   婚姻に伴う住居費  次のいずれかの経費  



 ア  住宅の取得に要した工事請負費又は購入費（婚姻した日より前に取得し

た住宅にあっては、婚姻を機として取得した住宅であって、その取得日が

婚姻した日から起算して１年以内であること。）  

イ  住宅賃借費用  家賃、敷金、礼金（保証金等これに類する費用を含む。）、

共益費及び仲介手数料の合計額から新婚夫婦が 受け取った住宅手当その

他これらに類する総額に相当する額を控除した額。ただし、婚姻した日よ

り前に賃借した住宅にあっては、婚姻を機として賃借し た住宅であって、

その賃借日が婚姻した日から起算して１年以内である場合に限る。  

ウ  改修費用  住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改

築等の工事に要した経費（倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等の外構工事

費並びにエアコン、洗濯機等の電化製品の購入費及び設置費を除く。）。た

だし、婚姻した日より前にリフォームした住宅にあっては、婚姻を機とし

てリフォームした住宅であって、そのリフォーム日が婚姻した日から起算

して１年以内である場合に限る。  

⑵   婚姻に伴う引越費用 引越業者や運送業者を利用して行った、住居の移転  

に伴う荷物の移動・運送に要した経費（処分費用、レンタカー代等は除く。）。  

ただし、婚姻した日より前の引越にあっては、婚姻を機とした引越であって、 

その引越日が婚姻した日から起算して１年以内である場合に限る。  

（補助額等）  

第６条  補助金の額は、補助対象経費の１０分の１０以内とし、次に掲げる額を

上限とする。  

⑴   夫婦所得が５００万円未満の新婚夫婦  別表第１のとおりとする。  

⑵   夫婦所得が５００万円以上６００万円未満かつ婚姻した日において、夫

婦の年齢がともに２９歳以下の新婚夫婦  別表第２のとおりとする。  

⑶   継続補助夫婦にあっては、昨年度要綱別表第１又は別表第２に規定する

「補助額の上限」から昨年度交付確定額を控除した額  

２  前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、切り

捨てるものとする。  

（交付の申請）  

第７条  補助金の交付の申請をしようとする新婚夫婦は、令和９年３月１５日ま

でに、次に掲げる書類を添えて補助金交付申請書（第１号様式）を、市長に提

出しなければならない。  



⑴    婚姻届受理証明書若しくは戸籍謄本又はパートナーシップ宣誓制度受領      

証の写し  

⑵   夫婦それぞれの直近の所得・課税証明書  

⑶   住居の売買契約書又は工事請負契約書及び領収書の写し（住居を取得し

た場合に限る。）  

⑷   住居の賃貸借契約書（住居を賃借した場合に限る。）  

⑸   家賃、敷金、礼金（保証金等これに類する費用を含む。）、共益費及び仲介

手数料の領収書  

⑹   住居のリフォームに要した費用の領収書の写し（ 住居をリフォームした

場合に限る。）  

⑺  住宅手当支給証明書（第２号様式）（住居を賃借した給与所得者に限る。） 

⑻  引越しに係る領収書の写し（引越費用を申請する場合に限る。）  

 ⑼  返済した奨学金の額が分かる書面（所得から奨学金の年間返済額を控除す

る場合に限る。）  

 ⑽  住民票の写し（世帯全員分で続柄及び本籍の記載があるもの。外国人の場  

合は、続柄、国籍及び在留資格の記載があるもの）  

⑾  藤枝市税の完納証明書（申請日から３か月以内に発行されたもの。）  

 ⑿  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

第８条  継続補助夫婦にあっては、補助金交付申請書（第３号様式）に前条第５

号から第８号、第１１号及び第１２号に掲げる書類を添えて市長に提出しなけ

ればならない。  

（交付の決定）  

第９条  市長は、第７条又は前条の申請があった場合、その内容を審査し、適当

であると認めるときは、決定通知書兼確定通知書（第４号様式）により申請者

に通知するものとする。  

（調査等）  

第１０条  市長は、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、申請者に報

告及び書類の提出を求めることができる。  

（請求及び交付）  

第１１条  申請者は、第９条の決定を受けたときは、その日から１４日を経過し

た日までに請求書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。  

２  市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容について審査し、適



当と認めたときは、請求のあった月の翌月末日までに支払うものとする。  

（補助金交付条件等）  

第１２条  新婚夫婦が、補助金の交付を受けた日から１年以上市内に居住しない

場合は、交付を受けた補助金の範囲内で市長が定める額を返還しなければなら

ない。  

２  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

この告示は、公示の日から施行する。  



別表第１  

年齢  市内転居又は転入  補助額の上限  

２９歳以下  夫婦が市内転居  ６０万円  

夫婦の一方が藤枝市に転入  ７０万円  

夫婦で藤枝市に転入  ８０万円  

３０歳から

３９歳まで  

夫婦が市内転居  ３０万円  

夫婦の一方が藤枝市に転入  ４０万円  

夫婦で藤枝市に転入  ５０万円  

備考  当該夫婦のいずれかの年齢が３０歳から３９歳までである場合における当該  

  夫婦に対する補助額の上限は、３０歳から３９歳までの項に定める額とする。  

 

別表第２  

年齢  市内転居又は転入  補助額の上限  

２９歳以下  夫婦の一方が藤枝市に転入  １５万円  

夫婦で藤枝市に転入  ３０万円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第７条関係）                        年  月  日  

藤枝市長  宛     

                         住  所 

                    申請者  氏  名              

                         電話番号 

藤枝市新婚生活サポート補助金交付申請書（新規） 
藤枝市新婚生活サポート補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

１ 婚姻した日     年  月  日 

２ 新居に住民票をおいた日 夫：   年  月  日 妻：   年  月  日 

３ 事業内訳 

 

（支払済の経費 

に限ります。）     

住居費 

購入 

リフォーム 

契約日    年   月   日 

契約金額（Ａ）              円 

住居費 

賃貸 

契約期間の起算日    年   月   日 

家  賃（Ｂ） 月額            円 

住居手当（Ｃ） 月額            円 

実質家賃負担額（Ｄ） 
（Ｂ）－（Ｃ） 

月額       円×  か月 
＝            円 

その他費用（Ｅ）※        円 

引越し 費  用（Ｆ）        円 

合計（Ａ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）        円 

４ 公的制度による家賃及

び結婚新生活支援補助 

□ 私及び配偶者は、他の公的制度による家賃及び結婚新

生活支援補助を受給していません。（他の自治体での補

助を含む） 

５ 添付書類 

□ 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本 

□ 所得・課税証明書（夫婦２人分） 

□ 貸与型奨学金の返済額がわかる書類 

□ 売買契約書若しくは工事請負契約書又は賃貸借契約書の写

し 

□ 住居費の領収書等、支払額の確認できる書類の写し 

□ 住宅手当支給証明書（給与所得者分） 

□ 引越費用の領収証等、支払額の確認できる書類の写し 

□ 世帯全員分の住民票の写し（続柄・本籍入） 

□ 藤枝市税完納証明書（３か月以内に発行されたもの） 

□ 講座等の受講を証明する書類 

□ その他（                   ） 

６ 補助申請額                         円 

私達は、この補助金申請の事務処理に必要な範囲において、市が私の戸籍（婚姻届を含
む）、住民票、所得及び市税の納付状況について藤枝市役所関係各課に照会することに同
意し、かつ、１年以上藤枝市に在住する意思があります。 
    年  月  日 

  申請者氏名              配偶者氏名           

※ 敷金、礼金（保証金等）、共益費、仲介手数料 



第３号様式（第８条関係）                      年  月  日  

藤枝市長  宛     

                         住  所 

                    申請者  氏  名              

                         電話番号 

藤枝市新婚生活サポート補助金交付申請書（継続） 
令和 年 月 日藤広連指第  号により、補助金決定を受けた藤枝市結婚新生活サポート補助金に

ついて、継続して補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり申請します。 

事業内訳 

 

（支払済の経費 

に限ります。）     

住居費 

購入 リフォーム 

支払日    年   月   日 

支払金額（Ａ）               円 

住居費 

賃貸 

家  賃（Ｂ） 月額             円 

住居手当（Ｃ） 月額             円 

実質家賃負担（Ｄ） 
（Ｂ）－（Ｃ） 

月額       円×  か月 
＝            円 

その他費用（Ｅ）※            円 

引越し   費用（Ｆ）       円 

合計（Ｇ） 

（Ａ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）              
円 

前年度交付金額（Ｈ）                   円 

補助上限額（Ｉ）                   円 

継続補助上限額（Ｊ） 

（Ｉ）－（Ｈ） 
                  円 

今回継続補助申請額 

（Ｇ）または(Ｊ)のいずれか低い方） 
                  円 

 公的制度による家賃及び結婚

新生活支援補助 

□ 私及び配偶者は、過去に国の結婚新生活支援事業に

基づく補助金（他の自治体での補助事業を含む。）を

受給していません。 

 添付書類 

□ 住居費の領収書等、支払額の確認できる書類の写し 

□ 住居のリフォームに要した費用の領収書の写し 

□ 住宅手当支給証明書 

□ 引越費用の領収証等、支払額の確認できる書類 

□ 藤枝市税完納証明書（３か月以内に発行されたもの） 

□ その他（                   ） 

私達は、この補助金申請の事務処理に必要な範囲において、市が私の戸籍（婚姻届を含
む）、住民票、所得及び市税の納付状況について藤枝市役所関係各課に照会することに同意
し、また、現在も婚姻継続中でかつ藤枝市に在住していることに相違ありません。 
    年  月  日 

  申請者氏名              配偶者氏名           

※ 敷金、礼金（保証金等）、共益費、仲介手数料   

 



第２号様式（第７条関係） 

                                     

年  月  日 

藤枝市長  宛     

                    給与等の支払者 

                     所 在 地 

                     名  称 

                     氏  名               印 

                     電話番号 

 

住宅手当支給証明書 

 
下記の者の住宅手当支給状況を次のとおり証明します。 

 

記 

 

１ 対象者 

    

 

 

 

 

 

２ 住宅手当支給状況（    年   月～） 

    

 (1) 支給している   月額               円 

 

 (2) 支給していない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所  

氏 名  



第４号様式（第９条関係） 

                              第   号 

                              年  月  日 

 

  申請者        様 

 

藤枝市長          

 

 

藤枝市新婚生活サポート補助金交付決定通知書兼確定通知書 

 

 

     年  月  日付けで申請のあった藤枝市新婚生活サポート事業費の補助金につい

て、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 １ 交付決定額           円 

 

 

 ２ 交付の条件 

   藤枝市補助金等交付規則及び藤枝市新婚生活サポート補助金交付要綱を遵守すること。 

 

 

  



第５号様式（第１１条関係） 

                           年  月  日 

 

 藤枝市長        宛 

                           住  所 

                           氏  名          印 

                           電話番号 

 

 

藤枝市新婚生活サポート補助金請求書 

 

 

     年  月  日付け  第  号により補助金の交付決定を受けた藤枝市新婚生活

サポート補助金として、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

請求金額               円 

 

 

口座振替先金融機関名 

金融機関名 
銀行・金庫 

組合・農協 
支店名 

本店・支店 

本所・支所 

預金の種類 普通 ・ 当座 ・ その他（            ） 

口座番号  

口座名義 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

※ 口座名義については、必ず請求者氏名と一致すること。 

 


